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平成２５年 ７月 ３０日 

総務省総合通信基盤局 

 

調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について 

 

１．検討の目的 

実績原価方式に基づく接続料の算定に当たっては、接続料原価として前々算定期間の費

用に加え、前々算定期間の接続料原価と接続料収入の差額が調整額として加算されてい

る。 

調整額制度は、平成１９年３月３０日付け情報通信審議会答申「コロケーションルールの見

直し等に係る接続ルールの整備について」（情通審第３４号）を受け、接続料に係る事後精算

制度を廃止し、接続料が事前に確定する方式に変更するに当たり導入されたものである。調

整額の加算により、接続料収入と設備構築に要した費用とが長期的に均衡することとなり、

競争中立性の確保や東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ

東西」という。）の第一種指定電気通信設備管理部門の投下資本の回収リスクを軽減するこ

とが可能となる。 

一方、費用または需要が算定期間ごとに大きく変動する局面においては、調整額が大きく

なり、後の算定期間において調整額制度に起因する接続料の急激な変動が発生するおそれ

がある。この点については、実績原価方式に基づく平成２５年度の接続料の認可に際しても、

接続事業者より、ドライカッパ接続料や中継ダークファイバ接続料について、調整額の影響に

より接続料が急激に上昇していることが指摘され、調整額制度に起因する接続料の急激な

変動を抑制する措置が要望された。 

これを踏まえ、平成２５年３月２９日付け情報通信行政・郵政行政審議会答申（情郵審第１

９号）において、総務省において、調整額制度に起因する接続料水準の急激な変動を抑制す

る方策について検討を行い、その結果を同審議会に報告することが要請されたところである。 

以上を踏まえ、調整額制度に起因する接続料の急激な変動が発生するおそれがあると考

えられる事例について、費用及び需要の変動のパターンに応じて分類するとともに、各パター

ンに応じた急激な変動の抑制措置について検討を行う。 

 

２．調整額の接続料への影響 

調整額は、接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）第１２条の２第１項第６号に基づき、

以下の方法により算定される。 

調整額＝前々算定期間の費用－前々算定期間の収入＋前々算定期間の調整額 

このうち、前々算定期間の収入については前々算定期間の接続料×前々算定期間の需

要により算定されることから、上記の算定式は以下のように表現できる。 

 

調整額＝前々算定期間の費用―前々算定期間の接続料×前々算定期間の需要＋前々算定期間の調整額 

このうち、前々算定期間の接続料及び前々算定期間の調整額は所与であることを考えれ
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ば、当年度の調整額に影響を与える変動要素は前々算定期間の費用及び前々算定期間の

需要である。 

 

前々算定期間の費用及び需要の変動が調整額に与える影響については、上記の式から

分かるとおり、前々算定期間の費用が増加（減少）した場合、調整額は前々算定期間の費用

の増加（減少）分と同じ金額だけ増加（減少）する。一方、前々算定期間の需要が増加（減少）

した場合、調整額は減少（増加）する。 

 

実績原価方式の接続料の算定式については、 

 

接続料

=
前々算定期間の費用＋調整額（前々算定期間の費用―前々算定期間の接続料 ×前々算定期間の需要＋前々算定期間の調整額）

前々算定期間の需要
 

 

と表現できることから、前々算定期間の費用が増加（減少）した場合、接続料は、上式中の

「前々算定期間の費用」が増加（減少）することに加え、調整額が前々算定期間の費用の増

加（減少）分と同額だけ増加（減少）することの影響を受け、費用の増加（減少）分の２倍上昇

（低下）する。一方、前々算定期間の需要が増加（減少）した場合、接続料は、調整額が減少

（増加）することの影響に加え、上式中で分母となっている「前々算定期間の需要」が増加（減

少）することにより、大きく低下（上昇）する。 

このように、調整額は費用及び需要の変動による接続料の変動を増幅する効果を及ぼす

ことから、費用及び需要の推移のパターンによっては、調整額制度に起因する接続料の過度

の変動が生じるおそれがある。 

 

３．調整額制度に起因する接続料の急激な変動が生じるおそれがある場合 

費用又は需要が概ね一定のトレンドに従って継続的に増加又は減少する場合については、

調整額の金額に単年度で大きな変動は生じず、また、調整額は接続料を当年度実績値に基

づいて算定した場合に近づける方向に作用するため、調整額の接続料への影響は問題とな

らないと考えられる。 

このため、実績原価方式の調整額制度に起因する接続料の急激な変動が生じるおそれが

ある費用又は需要の変動パターンとしては、以下のような場合が考えられる。 

  ① 一時的な要因により費用が大幅に変動する場合 

  ② 一時的な要因により需要が大幅に変動する場合 

  ③ ある算定期間において費用が大幅に変動し、そのまま定常化する場合 

  ④ ある算定期間において需要が大幅に変動し、そのまま定常化する場合 

これらの変動に該当する具体的な事例として、②については東日本大震災に起因する公

衆電話の需要の増加、③については会計上の耐用年数や配賦基準の見直しに伴う費用の

変動が挙げられる。 
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４．調整額制度に起因する接続料の急激な変動の分析及び抑制措置の検討 

上記３で示した各パターンにおける接続料の変動内容及び抑制措置について、以下、費用

が増加し、又は需要が減少する場合を例として検討する（費用が減少し、又は需要が増加す

る場合の調整額及び接続料の変動は、それぞれここで検討する場合と逆になる）。 

なお、検討に際しては、接続料の変動の原因となる費用又は需要の変動以外の、費用及

び需要は変わらないと仮定している。 

 

（１）一時的な要因により費用が増加する場合 

 １）抑制措置を講じない場合の接続料の変動 

一時的な要因により前々算定期間（Ｎ－２年度）における費用が「増加」し、当算定期間

（Ｎ年度）において元に戻る場合、Ｎ年度の接続料の原価は、Ｎ－２年度の費用が「増加」

することに加えて、調整額も同額だけ「増加」するため、Ｎ－２年度における費用の増加幅

の２倍だけ増加することとなる。この結果、Ｎ年度の接続料は「著しく上昇」する。 

次に翌々算定期間（Ｎ＋２年度）の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「著しい上

昇」により、Ｎ年度の接続料収入は「著しく増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおり

に戻っている。このため、Ｎ＋２年度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の

差額は「著しく減少」し、Ｎ＋２年度の調整額全体でも大幅に減少（負の調整額が発生）す

る。この結果、Ｎ＋２年度の接続料は「低下」する。 

 

図１ 一時的な要因により費用が増加した場合 

 

 ２）抑制措置の検討 

一時的な要因によりＮ－２年度の費用が増加した場合、Ｎ－２年度の実績費用に基づい

てＮ年度の接続料を算定すると、Ｎ年度の実績費用との乖離が大きくなると想定されること

から、Ｎ年度の接続料の算定に当たり、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただ

※ 記載のない事項については変わらないと仮定。費用・需要の増減及び接続料の上昇・低下は原因となる費用の増加により受けた影響を表す。
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し書及び第１４条第２項ただし書1を適用し、Ｎ年度の費用と需要の予測値を用いて接続料

を算定することが、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制に有効であると考

えられる2。その際の接続料原価の算定期間については、複数年度とした場合、予測との

乖離が生ずる可能性も高まることに留意が必要である。 

この場合、Ｎ年度の接続料原価のうち、費用については一時的な要因によるＮ－２年度

の費用の増加の影響が加味されない一方、調整額については一時的な要因によるＮ－２

年度の費用の増加の影響がそのまま反映される。このため、Ｎ年度の接続料原価は一時

的な要因によるＮ－２年度の費用の増加分と同額だけ「増加」する。この結果、接続料は一

時的な要因によるＮ－２年度の費用の「増加」に見合った額だけ「上昇」するものの、抑制

措置を講じない場合と比較すると、Ｎ年度の接続料の上昇は抑制される。 

次にＮ＋２年度の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「上昇」により、Ｎ年度の接

続料収入は「増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおりに戻っている。このため、Ｎ

＋２年度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額は「減少」するが、算入

されるＮ年度の調整額の「増加」分の影響があるため、Ｎ＋２年度の調整額全体では概ね

通常どおりとなる。したがって、Ｎ＋２年度の接続料は概ね「通常」どおりとなる。 

以上のように、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただし書及び第１４条第２

項ただし書を適用し、Ｎ年度の費用と需要の予測値を用いてＮ年度の接続料を算定するこ

とにより、接続料のＮ年度の「大幅な上昇」及びＮ＋２年度の「低下」を抑制することが可能

となると考えられる。 

 

（２）一時的な要因により需要が減少する場合 

１）抑制措置を講じない場合の接続料の変動 

一時的な要因により前々算定期間（Ｎ－２年度）における需要が減少し、当算定期間（Ｎ

年度）において元に戻る場合、Ｎ－２年度の接続料収入の「減少」によりＮ年度の調整額が

「増加」し、接続料原価が増加する可能性がある3。また、Ｎ年度の接続料算定に用いる需

要も「減少」する。この結果、分子となる接続料原価が増加するとともに、接続料算定式の

分母となる需要が「減少」することから、需要の減少の接続料への影響が増幅され、Ｎ年度

の接続料は「著しく上昇」する。 

次に翌々算定期間（Ｎ＋２年度）の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「著しい上

昇」により、Ｎ年度の接続料収入が「著しく増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおり

                                            
1
 接続料規則第８条第２項第２号は、接続料の急激な変動を緩和する必要があるときに接続料原価の算定期間を

５年までの範囲内とすることができる規定であり、同令第９条第２項ただし書及び第１４条第２項ただし書は、同令

第８条第２項第２項の場合に、第一種設備管理運営費又は通信量等を合理的な将来の予測に基づき算定するも

のとする規定である。 
2
 これ以外にも、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請による方法が考えられる。 

例えば、継続的に需要が減少傾向にある場合等において、接続料算定に用いる費用及び需要を実績原価方

式による前々算定期間のものから、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただし書及び第１４条第２項た

だし書の適用による当算定期間の予測値とした際に、接続料がかえって大きく変動する可能性がある。この場合、

接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請により、一時的な変動要素を除いた、前々算定期間の費用及び需

要を用いて接続料を算定することも考えられる。 
3 実際には需要の変動に応じて費用も変動すると想定されるが、ここでは、需要の変動に伴う費用の変動の
割合が小さい場合を想定して検討する。 
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である。このため、Ｎ＋２年度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額は

「著しく減少」し、算入されるＮ年度の調整額の「増加」を加味しても、Ｎ＋２年度の調整額全

体では減少する。この結果、Ｎ＋２年度の接続料は「低下」する。 

 

図２ 一時的な要因により需要が減少した場合 

 

 

 ２）抑制措置の検討 

一時的な要因によりＮ－２年度の需要が減少した場合、Ｎ－２年度の実績需要に基づい

てＮ年度の接続料を算定すると、Ｎ年度の実績需要との乖離が大きくなると想定されること

から、Ｎ年度の接続料の算定に当たり、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただ

し書及び第１４条第２項ただし書を適用し、Ｎ年度の費用と需要の予測値を用いて接続料

を算定することが、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制に有効であると考

えられる4。その際の接続料原価の算定期間については、複数年度とした場合、予測との

乖離が生ずる可能性が高まることに留意が必要である。 

この場合、Ｎ－２年度の接続料収入の「減少」によりＮ年度の調整額が「増加」し、Ｎ年度

の接続料原価もその分増加する。一方、接続料算定に用いる需要は、Ｎ年度の予測値が

用いられ、「通常」どおりとなる。この結果、Ｎ年度の接続料は、一時的な要因によるＮ－２

年度の接続料収入の減少に見合った額だけ「上昇」するものの、抑制措置を講じない場合

と比較すると、Ｎ年度の接続料の上昇は抑制される。 

次にＮ＋２年度の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「上昇」により、Ｎ年度の接

                                            
4
 これ以外にも、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請による方法が考えられる。 

例えば、継続的に需要が減少傾向にある中で、一時的な大きな需要の減少が生じた場合等においては、脚注

１と同様、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただし書及び第１４条第２項ただし書の適用により接続料

を算定した際に、接続料がかえって大きく変動する可能性がある。この場合、接続料規則第３条ただし書に基づく

許可申請により、一時的な変動要素を除いた、前々算定期間の費用及び需要を用いて接続料を算定することも

考えられる。 

※ 記載のない事項については変わらないと仮定。費用・需要の増減及び接続料の上昇・低下は原因となる需要の減少により受けた影響を表す。
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前々算定期間の接続料収入
の減少により、接続料は低下

（算定期間が１年の場合）
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通常
（Ｎ－２年度）

増加
（Ｎ－２年度）

増加
（Ｎ－２年度）

通常

通常
（Ｎ－２年度）

著しく上昇

Ａ．前々算定期間
の接続料収入

Ｂ
．
接
続
料
原
価

b.前々算定期間の費用

調
整
額

b － Ａ

前々算定期間の調整額

÷

Ｃ．接続料算定に
用いる需要

＝

接続料

著しく増加
（Ｎ年度）

増加
（Ｎ年度）

減少
（Ｎ年度）

増加

通常
（Ｎ年度）

上昇

通常
（Ｎ－２年度）

増加
（Ｎ－２年度）

やや増加
（調整額を一部繰延べ）

通常

通常
（Ｎ－２年度）

大幅に上昇

大幅に増加
（Ｎ年度）

増加
（Ｎ年度）

概ね通常
（繰延べ分を加算）

やや増加

通常
（Ｎ年度）

大幅に上昇

抑制措置を講じない場合 抑制措置を講じた場合

Ｎ＋２年度接続料

※ 記載のない事項については変わらないと仮定。費用・需要の増減及び接続料の上昇・低下は原因となる費用の増加により受けた影響を表す。

接続料規則第３条ただし書を
適用し、調整額の一部を

２年後に繰延べ

Ｎ年度接続料 Ｎ年度接続料 Ｎ＋２年度接続料

調整額により費用の増が増幅
され、接続料は著しく上昇

続料収入は「増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおりである。このため、Ｎ＋２年

度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額は「減少」するものの、算入さ

れるＮ年度の調整額の「増加」の影響があるため、Ｎ＋２年度の調整額全体では概ね「通

常」どおりとなる。また、Ｎ年度の需要も「通常」どおりに戻っている。したがって、Ｎ＋２年度

の接続料は、概ね「通常」どおりとなる。 

以上のように、接続料規則第８条第２項第２号、第９条第２項ただし書及び第１４条第２

項ただし書を適用し、Ｎ年度の費用と需要の予測値を用いてＮ年度の接続料を算定するこ

とにより、接続料のＮ年度の「大幅な上昇」及びＮ＋２年度の「低下」を抑制することが可能

となると考えられる。 

 

（３）ある算定期間において費用が増加し、そのまま定常化する場合 

 １）抑制措置を講じない場合の接続料の変動 

前々算定期間（Ｎ－２年度）において費用が増加し、それ以降そのまま定常化すると見

込まれる場合、Ｎ－２年度の費用が「増加」することに加えて、当算定期間（Ｎ年度）の調整

額も同額だけ「増加」するため、接続料原価が著しく増加する。この結果、Ｎ年度の接続料

は「著しく上昇」する。 

次に翌々算定期間（Ｎ＋２年度）の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「著しい上

昇」により、Ｎ年度の接続料収入が「著しく増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「増加」したま

まとなっている。このため、Ｎ＋２年度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の

差額は「減少」となるものの、算入されるＮ年度の調整額の「増加」の影響があるため、Ｎ＋

２年度の調整額全体では概ね「通常」どおりとなる。したがって、Ｎ＋２年度の接続料原価

は費用の増加分と同程度だけ増加し、接続料もそれに見合って「上昇」する。また、翌算定

期間（Ｎ＋１年度）及び当算定期間の３年後の算定期間（Ｎ＋３年度）の接続料についても、

それぞれＮ年度及びＮ＋２年度の接続料と同様に変動する。 

 

図３ 費用が増加し、そのまま定常化する場合 

 



7 
 

２）抑制措置の検討 

Ｎ－２年度を境に特定の要因により費用がトレンドから乖離して大きく増加し、そのまま

定常化する場合、接続料が前算定期間（Ｎ－１年度）からＮ年度にかけて大幅に上昇し、接

続料の変動に係る予見性が十分に確保されないおそれがある。このような場合には、接続

料の変動を緩和するため、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請により、Ｎ年度の

調整額の一部をＮ＋２年度に繰り延べることが、調整額制度に起因する接続料の急激な

変動の抑制に有効であると考えられる。 

この場合、本来はＮ－２年度の費用の増加によりＮ年度の調整額が増加するものの、調

整額の増加の一部を繰り延べることにより増加が抑制され、Ｎ年度の調整額は「やや増加」

となる。Ｎ－２年度の費用の増加とＮ年度の調整額の「やや増加」により、Ｎ年度の接続料

は「大幅に上昇」するものの、抑制措置を講じない場合と比較すると、Ｎ年度の接続料の上

昇は抑制される。 

また、Ｎ＋２年度の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「大幅な上昇」により、Ｎ年

度の接続料収入は「大幅に増加」する。一方、Ｎ年度の費用は、「増加」したままとなってい

る。このため、Ｎ＋２年度の調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額はやや

減少となるが、Ｎ年度の調整額の増加の一部の繰延べの影響があるため、結果として、Ｎ

＋２年度の調整額全体では、算入されるＮ年度の調整額の「やや増加」する効果が残る。

これにより、Ｎ＋２年度の接続料原価は、Ｎ年度の費用の「増加」に加え、Ｎ＋２年度の調

整額のやや増加により、大幅に増加することとなり、Ｎ＋２年度の接続料は、Ｎ年度に引き

続き、「大幅に上昇」する。 

以上のように、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請によりＮ年度の調整額の一

部を繰り延べることにより、Ｎ年度の接続料の「著しい上昇」を抑制することが可能となると

考えられる。また、Ｎ＋１年度の調整額についても、必要に応じ、同様に繰延べを実施する

ことが考えられる。 

 

（４）ある算定期間において需要が減少し、そのまま定常化する場合 

 １）抑制措置を講じない場合の接続料の変動 

前々算定期間（Ｎ－２年度）において需要が減少し、それ以降そのまま定常化すると見

込まれる場合、Ｎ－２年度の接続料収入の「減少」により当算定期間（Ｎ年度）の調整額が

「増加」し、接続料原価が増加する可能性がある5。また、Ｎ年度の接続料算定に用いる需

要も「減少」する。この結果、分子となる接続料原価が増加するとともに、接続料算定式の

分母となる需要が「減少」することから、需要の減少の接続料への影響が増幅され、Ｎ年度

接続料は「著しく上昇」する。 

次に翌々算定期間（Ｎ＋２年度）の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料の「著しい上

昇」により、Ｎ年度の需要が「減少」したままとなっていることを加味しても、Ｎ年度の接続料

収入は「増加」する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおりである。このため、Ｎ＋２年度の

調整額については、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額は「減少」となるが、算入されるＮ年

                                            
5 実際には需要の変動に応じて費用も変動すると想定されるが、ここでは、需要の変動に伴う費用の変動の
割合が小さい場合を想定して検討する。 
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度の調整額の「増加」の影響があるため、Ｎ＋２年度の調整額全体では概ね通常どおりと

なる。したがって、Ｎ＋２年度の接続料原価は概ね通常どおりとなるが、接続料算定に用い

るＮ年度の需要が「減少」したままとなっていることから、Ｎ＋２年度の接続料は「やや上昇」

すると考えられる。また、翌算定期間（Ｎ＋１年度）及び当算定期間の３年後の算定期間（Ｎ

＋３年度）の接続料についても、それぞれＮ年度及びＮ＋２年度の接続料と同様に変動す

る。 

 

図４ 需要が減少し、そのまま定常化する場合 

 
 

２）抑制措置の検討 

Ｎ－２年度を境に特定の要因により需要がトレンドから乖離して減少し、そのまま定常化

する場合、接続料が前算定期間（Ｎ－１年度）からＮ年度にかけて大幅に上昇し、接続料の

変動に係る予見性が十分に確保されないおそれがある。このような場合には、接続料の変

動を緩和するため、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請により、Ｎ年度の調整額

の一部を２年後に繰り延べることが、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制

に有効であると考えられる。 

この場合、本来はＮ－２年度の接続料収入の「減少」によりＮ年度の調整額が「増加」す

る可能性があるが、調整額の増加の一部を繰り延べることにより増加が抑制され、Ｎ年度

の調整額は「やや増加」となる。また、Ｎ年度の接続料算定に用いる需要も「減少」する。こ

の結果、接続料算定式の分母となる需要が「減少」するとともに、分子となる接続料原価が

増加することから、Ｎ年度の接続料は「大幅に上昇」するものの、抑制措置を講じない場合

と比較すると、Ｎ年度の接続料の上昇は抑制される。 

また、Ｎ＋２年度の接続料について見ると、Ｎ年度の接続料が「大幅に上昇」する一方、

Ｎ年度の需要は「減少」したままとなっていることから、Ｎ年度の接続料収入は「やや増加」

する。一方、Ｎ年度の費用は「通常」どおりである。このため、Ｎ＋２年度の調整額について

減少
（Ｎ－２年度の需要の
減少に伴い減少）

通常
（Ｎ－２年度）

増加
（Ｎ－２年度）

通常

減少
（Ｎ－２年度）

著しく上昇

Ａ．前々算定期間
の接続料収入

Ｂ
．
接
続
料
原
価

b.前々算定期間の費用

調
整
額

b － Ａ

前々算定期間の調整額

÷

Ｃ．接続料算定に
用いる需要

＝

接続料

増加
（Ｎ年度）

通常
（Ｎ年度）

減少
（Ｎ年度）

増加

減少
（Ｎ年度）

上昇

減少
（Ｎ－２年度の需要の
減少に伴い減少）

通常
（Ｎ－２年度）

やや増加
（調整額を一部繰延べ）

通常

減少
（Ｎ－２年度）

大幅に上昇

やや増加
（Ｎ年度）

通常
（Ｎ年度）

概ね通常
（繰延べ分を加算）

やや増加

減少
（Ｎ年度）

大幅に上昇

抑制措置を講じない場合 抑制措置を講じた場合

Ｎ＋２年度接続料

※ 記載のない事項については変わらないと仮定。費用・需要の増減及び接続料の上昇・低下は原因となる需要の減少により受けた影響を表す。

接続料規則第３条ただし書を
適用し、調整額の一部を

２年後に繰延べ

Ｎ年度接続料 Ｎ年度接続料 Ｎ＋２年度接続料

前々算定期間の接続料収入の
減少及び需要の減少に
より、接続料は著しく上昇

接続料原価は需要の減少前と
同程度の水準となるが、需要の
減少により接続料は上昇
（対前年度では低廉化）
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は、Ｎ年度の費用と接続料収入の差額は「やや減少」となるが、Ｎ年度の調整額の「増加」

の一部繰延べの影響があるため、結果として、Ｎ＋２年度の調整額全体では、Ｎ年度の調

整額の「やや増加」する効果が残る。これにより、Ｎ＋２年度の接続料原価は「やや増加」

することとなり、接続料算定に用いるＮ年度の需要は「減少」したままとなっていることから、

Ｎ＋２年度の接続料は「大幅に上昇」すると考えられる。 

以上のように、接続料規則第３条ただし書に基づく許可申請によりＮ年度の調整額の一

部を繰り延べることにより、Ｎ年度の接続料の「著しい上昇」を抑制することが可能となると

考えられる。また、Ｎ＋１年度の調整額についても、必要に応じ、同様に繰延べを実施する

ことが考えられる。 

 

５．費用又は需要の各変動パターンに対して有効と考えられる抑制措置 

上記３において示した費用又は需要の変動パターンのそれぞれにおける調整額制度に起

因する接続料の急激な変動を抑制するための措置について、上記４における検討結果をまと

めると、下表のとおりとなる。 

ただし、個別具体の状況に応じ、ここに挙げたもの以外に有効な抑制措置が考えられる場

合においては、その適用を妨げるものでは無い。 

費用又は需要の各変動パターンに対して有効と考えられる抑制措置 

 一時的に変動 変動後定常化 

費用 

接続料規則第８条第２項第２号、第

９条第２項ただし書及び第１４条第

２項ただし書を適用し、予測値によ

り算定 

接続料規則第３条ただし書を適用

し、調整額の一部を繰延べ 

需要 

接続料規則第８条第２項第２号、第

９条第２項ただし書及び第１４条第

２項ただし書を適用し、予測値によ

り算定 

接続料規則第３条ただし書を適用

し、調整額の一部を繰延べ 

 

６．抑制措置の適用の基準 

上記５において示した抑制措置を適用することにより、調整額制度に起因する接続料の過

度の変動を抑制することが可能となると期待される。しかしながら、抑制措置の適用頻度が

過度に高まった場合、かえって将来の接続料水準に係る予見性が損なわれるおそれや、ＮＴ

Ｔ東西における接続料算定に係る事務処理の過度の煩雑化を招くおそれがある。 

このため、上記の抑制措置の適用については、接続機能ごとに、以下の基準に照らし、抑

制措置の適用を必要最小限とすることが適当である。 

 

① 接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、当該機能について抑制措置

を適用する必要性が認められること。 

② 費用又は需要の変動要因を特定可能であり、当該要因が一時的なものであることが判

明しているか、又は今後定常的なものとなると見込まれること。 
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③ 過年度の費用及び需要の推移等を踏まえ、抑制措置の適用により接続料水準の変動が

緩和されると見込まれること。 

 

なお、調整額制度に起因する接続料水準の急激な変動については、接続事業者の予見性

の確保が重要と考えられる。このため、総務省から、ＮＴＴ東西に対して、「実際費用方式に基

づく平成２５年度の接続料等の改定に関して講ずべき措置について（要請）」（平成２５年３月

２９日総基料第５２号）において、必要に応じて、可能な範囲で、接続料算定の基礎となる機

能ごとの原価や稼働回線数等に係る情報を、接続料の認可申請よりも可能な限り早い時期

に関係事業者に開示することについて検討することを要請しているところ、この点を踏まえ、

当該情報の関係事業者への早期開示について、検討されることが適当である。 

 

以上 



 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備 

に関する接続約款の変更案に対する意見及びその考え方（抜粋） 

（実際費用方式に基づく平成２５年度の接続料等の改定） 

 

３．調整額の扱いに係る意見 

意   見 再  意  見 考 え 方 

意見６ 調整額による接続料の急激な変動を抑制す

る仕組みについて、平成２６年度接続料の算定に

向けて検討を行うべき。 

再意見６ 考え方６ 

○ ③ 調整額制度の見直しについて 

本申請案では、中継ＤＦが最も顕著な例ですが、

調整額の算入により予測不能な料金水準となったも

のがあります。これでは、接続事業者からは予見性

が確保できないため、調整額による接続料の急激な

変動を抑制する仕組みについても、平成２６年度接

続料算定に間に合うようスケジュールを確保し検討

する必要があると考えます。 

この調整額制度の見直しについては、ＮＴＴ東西

殿と接続事業者双方にメリットがあるものと考えます

し、具体的には、複数年で調整額もしくは収支を把

握する方法や、変動の閾値を一定程度設定する方

法などが考えられます。 

（イー・アクセス） 

 

○ なお、需要が減少し、さらに需要の減少分に見合う

コストの削減が行われないという傾向が継続するの

であれば、調整額のコストの分散を行っても次年度以

降に調整額がさらに高騰することが想定されるため、

今後の調整額の負担方法の在り方については経年

で平準化させるために方策を検討していく必要がある

とともに NTT 東西においてはより一層のコストの削

減を行っていただくことが必要です。 

（TOKAI コミュニケーションズ） 

 

○ 平成２５年度適用接続料における調整額の加算

については、接続料規則の規定に則って行ってい

るものであり、適正なものと考えます。 

仮に、ご指摘のような、接続料の急激な変動を

抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等

を行うと、需要が減少傾向にある接続料の場合

は、現在の乖離額調整制度の構造上、需要減少

分だけ調整額の未回収分が生じ続けることになり

ますが、その上、調整額の原価算入を後年度に

繰り延べるため、後年度に発生する調整額に加え

て繰り延べた調整額が加算されることになり、再

度、調整額を分割せざるを得なくなる事態を招くと

想定されます。 

その結果、未回収額としての調整額が雪だるま

式に増加していくことが懸念されるため、このよう

な方策は採るべきではないと考えます。 

（NTT 東日本） 

 

○ 平成２５年度適用接続料における調整額の加算

については、接続料規則の規定に則って行ってい

るものであり、適正なものと考えます。 

仮に、ご指摘のような、接続料の急激な変動を

抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等を

行うと、需要が減少傾向にある接続料の場合は、

現在の乖離額調整制度の構造上、需要減少分だ

○ 総務省においては、調整額制度に起因する接

続料水準の急激な変動を抑制する方策について

検討を行い、その結果を当審議会に報告すること

が適当である。（要請） 

参考資料１ 
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○ なお、毎年度接続料原価に算入されている調整額

の影響により、平成２５年度接続料が急激に変動して

いることから、調整額による接続料の急激な変動を

抑制する仕組みについても平成２６年度接続料算定

に向けて検討を行っていただくことを要望いたしま

す。 

（１１事業者連名） 

 

○ 調整額について 

今回申請された実際費用方式に基づく接続料につ

いて、前々年度の実績値との乖離額（調整額）の影

響より、とりわけドライカッパ接続料、中継ダークファ

イバ接続料が急激に上昇しています。 

実際費用と再計算した額との乖離額（調整額）が接

続料コストに占める割合が大きいケースや需要の変

動が大きいケースにおいては、接続料の振幅が大き

くなり、結果として接続料水準が安定せず、競争事業

者にとっての予見性が損なわれています。このため、

調整額による接続料の急激な変動を抑制することに

ついても検討をお願いしたいと考えます。 

（KDDI） 

 

○ また、乖離額調整の制度の影響により、接続料水

準が年度により大きく増減している場合があり、現行

の乖離額調整の方法では、接続料水準の安定性・予

見性に課題があります。 

その調整額を縮小する方策等について、以下各論

においてご提案いたしますので、今後ご検討して頂き

たいと考えます。 

（ソフトバンク） 

け調整額の未回収分が生じ続けることになります

が、その上、調整額の原価算入を後年度に繰り延

べるため、後年度に発生する調整額に加えて繰り

延べた調整額が加算されることになり、再度、調整

額を分割せざるを得なくなる事態を招くと想定され

ます。 

その結果、未回収額としての調整額が雪だるま

式に増加していくことが懸念されるため、このような

方策は採るべきではないと考えます。 

（NTT 西日本） 

 

○ イー・アクセス株式会社、KDDI 株式会社、ソフト

バンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社およびソフトバンクモバイル株式会社のご意見に

賛同いたします。 

調整額が実際費用方式に基づく接続料全体に

おける乱高下の原因となる事がある為、調整額の

見直しについて方法を議論し早期に対応していた

だく事を期待いたします。 

（TOKAI コミュニケーションズ） 

 

○ ■調整額制度の見直しについて 

各社殿の意見に賛同いたします。 

実際に、ドライカッパ、ラインシェアリング、中継

DF においては、調整額の乖離幅が大きいため、接

続料の水準が安定せず、予見性確保が困難となっ

ていることから、平成 26 年度接続料設定に向け

て、将来の需要予測・収支予想を反映するなどし

て、乖離額の縮小もしくは平準化等の急激な変動

を抑制する仕組みを検討していただきたいと考えま

す。 

（イー・アクセス） 

 

○ 調整額制度の見直しをすべきとの各社殿意見に

賛同します。 
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接続料水準の予見性向上及び接続料水準の急激な

変動を抑制する観点から、調整額の幅を縮小する

方法について、検討をお願いします。 

（ソフトバンク） 
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平成２５年 ７月 ３０日 

総務省総合通信基盤局 

 

メタル回線コストの見直しに伴う接続料の急激な変動の抑制措置について 

 

「メタル回線のコストの在り方について 報告書」（平成２５年５月２３日公表。以下「報告書」とい

う。）においては、メタル回線コストの見直しを実施した場合、平成２６年度以降のメタル回線の接

続料において、調整額変動による接続料の急激な変動が発生することから、これを抑制するため

の措置について、総務省において検討を行うことが適当であるとされたところである。 

調整額制度に起因する接続料水準の急激な変動を抑制する方策については、「調整額制度に

起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」において検討を行ったところであるが、以下

では、これを踏まえ、メタル回線コストの見直しに伴う接続料の急激な変動の抑制措置について検

討を行う。 

 

（１）抑制措置を講じない場合の接続料の変動 

報告書において示された、メタル回線コストの見直しに伴う平成２６年度から平成３０年度まで

の接続料の変動の見込みは、図１のとおりである。 

 

図１ メタル回線コストの見直しに伴う平成２６年度から平成３０年度までの接続料の変動 

 

 

 

これは、「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」中「３．調整額制

度に起因する接続料の急激な変動が生じるおそれがある場合」において示した「ある算定期間に

おいて費用が大幅に変動し、そのまま定常化する場合」に該当し、かつ、費用の変動が平成２４年
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資料４７－２－２ 

※１ メタル回線コストの見直しを行わない場合との比較であり、それ以外は変わらないと仮定する。 

※２ 変動の度合いとして用いている「増加」等の語は、プラスの変動から、「大きく増加」、「通常」、「減少（低下）」、「大きく減少」、「著しく減少（低下）」 

の順で用いている。 
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度と平成２５年度の２か年に渡って連続して発生したものであると捉えられる。 

すなわち、平成２４年度及び平成２５年度に見直しを実施すると、平成２６年度及び平成２７年度

のメタル回線接続料の算定において費用が低減される。一方、平成２４年度及び平成２５年度の

接続料収入は、メタル回線コストの見直しは反映されていない、平成２２年度及び平成２３年度の

費用に基づいて算定された接続料によるものである。 

この結果、平成２６年度及び平成２７年度のメタル回線接続料に係る調整額は、見直しをしない

場合に比べて、平成２４年度及び平成２５年度において実施されたメタル回線コストの見直しによ

る費用の減少額分減少する。 

また、平成２８年度のメタル回線接続料に係る調整額は、平成２４年度及び平成２５年度の見直

しが反映された平成２６年度の費用と平成２４年度の見直しのみが反映された平成２６年度の接

続料収入の差額を基に算定されていることから、平成２５年度において実施されたメタル回線コス

トの見直しによる費用の減少額と同程度減少する。 

以上により、平成２６年度から平成２８年度までのメタル回線接続料については、平成２４年度

及び平成２５年度において実施されたメタル回線コストの見直しの直接の影響による費用の低減

に加え、調整額も接続料を低減する方向に作用するものと見込まれる。特に、平成２７年度及び

平成２８年度のメタル回線接続料については、平成２４年度に実施されたメタル回線コストの見直

しのみならず、平成２５年度に実施された見直しも反映されることとなるとなるため、費用及び調整

額の減少を通じた接続料の低減効果は大きなものとなる。 

この結果、平成２４年度で実施される見直しと平成２５年度で実施される見直しの双方の影響を

受ける平成２７年度及び平成２８年度のメタル回線接続料が著しく低下し、メタル回線接続料の収

入が著しく低下することにより、平成２９年度及び平成３０年度のメタル回線接続料に係る調整額

が対前々算定期間比で大幅に上昇するおそれがある。 

 

（２）抑制措置の検討 

メタル回線コストの見直しに伴う費用の変動は、「ある算定期間において費用が大幅に変動し、

そのまま定常化する場合」に該当するものであることから、接続料の急激な変動の抑制措置とし

ては、費用の変動が発生した会計年度を元に接続料を算定する算定期間及びその翌算定期間

の調整額の一部を、それぞれの翌々算定期間後に繰り延べることが考えられる。 

上記に基づき調整額の一部繰延べ措置を実施する場合、メタル回線コストの見直しに伴う費用

の変動は平成２４年度会計及び平成２５年度会計において発生することから、調整額の一部繰延

べ措置を実施する時点としては、それぞれの２年度後の接続料算定年度及びその翌年度に当た

る平成２６年度、平成２７年度及び平成２８年度の接続料算定時が考えられる。 

しかし、平成２６年度接続料算定時における負の調整額の一部繰延べ措置の実施については、

平成２８年度接続料に係る調整額の低下がさらに大きくなり、接続料の変動をかえって拡大してし

まうことになると想定されることから、有効ではないと考えられる。 

次に、平成２７年度接続料算定時に負の調整額の一部繰延べ措置を実施した場合には、平成

２７年度接続料の過度な低下を抑制し、これに伴い平成２９年度接続料に係る調整額の増加が抑

制されることにより、平成２９年度接続料が前年度接続料と比較して急激に上昇することを抑制す
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ることが可能となると期待される。したがって、平成２７年度接続料算定時における調整額の一部

繰延べ措置の実施は、接続料の急激な変動を抑制する効果が認められる。 

また、平成２８年度接続料算定時における調整額の一部繰延べ措置についても、平成２７年度

接続料算定時における調整額の一部繰延べ措置の実施と同様に、平成２８年度接続料の著しい

低下を抑制し、これに伴い平成３０年度接続料に係る調整額の増加が抑制されることにより、平成

２８年度から平成２９年度まで及び平成２９年度から平成３０年度までの接続料の急激な上昇を抑

制する効果が期待される。 

以上を踏まえ、平成２７年度及び平成２８年度の負の調整額の一部をそれぞれ翌々年度に繰り

延べた場合の接続料の変動は図２のとおりであり、平成２９年度から平成３０年度までの接続料

の急激な上昇が抑制されるものと見込まれることから、メタル回線コストの見直しに伴う接続料の

急激な変動の抑制措置として、平成２７年度及び平成２８年度の負の調整額の一部をそれぞれ

翌々年度に繰り延べることが有効であると考えられる。 

ただし、接続料全体としての変動は、需要やその他の費用の動向にも左右されるため、個別具

体の状況に応じ、その要否及び他の有効な手段について検討を行うことが適当である。 

また、報告書において挙げられた、加入光ファイバ接続料への影響緩和のため、メタル回線

の接続料と加入光ファイバ接続料の原価において、メタル回線コストの見直しの影響を単年

度ではなく複数年度で反映すること等の調整を実施する場合や、今後、メタル回線の接続料に

係る状況が変化し、「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」中「６．抑

制措置の適用の基準」に示した各基準が満たされない状況となった場合には、その時点の状況に

応じ、上記抑制措置の実施の要否について再度検討を行うことが適当である。 

 

図２ 調整額の一部繰延べを実施した場合の接続料の変動 
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※１ メタル回線コストの見直しを行わない場合との比較であり、それ以外は変わらないと仮定する。 

※２ 変動の度合いとして用いている「増加」等の語は、プラスの変動から、「やや増加」、「通常」、「やや減少」、「減少（低下）」、「大きく減少（低下）」、 

「大幅に減少（低下）」の順で用いている。 



メタル回線のコストの在り方に関する検討会 

１ 背 景 
 

 加入電話、直収電話、ＤＳＬの契約数は近年減少を続け、2011年度はそれぞれ年約９％、約８％、約18％の減少となっている。
こうしたメタル回線の需要減少により、ＮＴＴ東西のドライカッパ接続料に実質的な影響が発生。 

 一方で、依然として、ＤＳＬサービスについては634.4万契約が存在し（2012年６月末）、未だに光サービスが提供されていない
地域においては、固定ブロードバンドの唯一の選択肢となっている場合も存在。 

 こうした状況を背景に、2011年12月の情報通信審議会答申において、メタル回線接続料算定の在り方について、 ①未利用芯
線コストの扱い、②メタルの耐用年数、③施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線の配賦方法といったコストの検証を行い、
更なる適正化に向けた検討を行っていくことが適当とされたところ。 

２ 構成員 

３ スケジュール 

座長      東海 幹夫    （青山学院大学名誉教授） 
座長代理    関口 博正    （神奈川大学経営学部准教授） 
         相田 仁     （東京大学大学院工学系研究科教授） 
         泉本 小夜子  （有限責任監査法人トーマツパートナー） 
         高橋 賢     （横浜国立大学経営学部教授） 
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■ 報告書（案）について、３月１４日から４月１２日まで意見募集を行い、５月21日に報告書をとりまとめ。 

■ 報告書を踏まえた見直しにより、平成26年度及び平成27年度のメタル回線の接続料原価に抑制効果。 

・ メタルケーブルについて、架空28年、地下36年へ見直し、平
成25年度会計において、NTT東西で合計約250億円相当※の
費用を削減。               ※平成25年度減価償却費変動見込み 

主な検討項目 報告書 

・ 施設保全費や減価償却費等について、配賦方法を見直し、
平成24・25年度会計より、メタル回線について、NTT東西で合
計約285億円相当※の費用を削減。  

                       ※平成23年度実績等に基づく試算 

メタル回線のコストの在り方に関する検討会 報告書の概要 

・ 配賦方法の見直しにより、光ファイバの費用増となるため、接
続料算定に際し、光ファイバ接続料が前年度よりも上昇する
場合には、影響緩和の必要性（例：メタル回線と光ファイバ回
線の原価において、見直しの影響を複数年度で反映）を検討
することが適当。 

(1)未利用芯線コストの扱い 
 メタルケーブルの芯線使用率が今後も低下する見
込みの中、全ての芯線に係る費用を接続料原価に
計上することが適切か。 

(2)メタル回線に係る設備の耐用年数 
 メタルケーブルについては、13年の法定耐用年数
に基づき減価償却費が算定されているところ、使用
実態に即した経済的耐用年数を適用できないか。 

(3)メタル回線と光ファイバ回線への配賦方法 
 施設保全費については、光ファイバと比べ、メタル
回線にコストが大きく配賦（７～９割）されているところ、
より適切に見直すことができないか。 

(4)見直しの実施の方向性 
 (1)～(3)の見直しの結果、どの程度の影響が及ぶ
のか、またそれを一度に反映することが適切か。 

・ メタルケーブルの収容替え・撤去は経済的に合理的でなく、
会計上の対応は適用困難である等、未利用芯線に係る費用
を接続料原価から除くことは困難。 
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